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《位置》神戸市北区藤原台北町 1～7 丁目、藤原台中町 1～8 丁目、藤原台南町 1～5 丁目 

《面積》約 280.8ha 

《決定年月日》昭和 63 年６月 21 日、平成５年６月 25 日（変更）、平成 6 年 3 月 2 日（変更）、 
平成８年２月 13 日（変更）、平成 16 年４月 13 日（変更）、平成 19 年 3 月 22 日（変更） 
平成 26 年６月 17 日（変更）、平成 30 年４月２日（変更） 

《地区計画の目標》 

当地区は、豊かな自然環境や農村環境との調和を図りながら市街地の形成及び保全を計画的に進めている
六甲北ニュータウンの南部に位置し、広域的な立地条件を活かした職住近接の自立型都市をめざしている地
区である。 
本計画は、良好な居住環境と多様な都市機能の立地との調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を適

正に誘導するとともに、事業効果の維持増進を図ることを目標とする。 

《区域の整備・開発及び保全の方針》 

土地利用の
方 針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当地区を「センター地区」、｢住宅地区｣及び「業務地区」に区分し、多様な機能を有する複
合的な土地利用を図るものとする。 
１「センター地区」 

六甲北ニュータウンの地域中心核にふわさしい行政、商業、業務、医療、娯楽、サービス
等の複合的機能を有する地区を神戸電鉄岡場駅周辺及び田尾寺駅周辺等に適正に配置する。 

２「住宅地区」 
ゆとりとうるおいのある居住環境を形成するため、低層住宅、中高層住宅、学校等を適正

に配置するとともに、住宅ニーズの多様化に対応して規模、型式等の多様な住宅の供給を行
い、バランスのとれたコミュニティの形成を図る。 

３「業務地区」 
地区の活気と利便性を高めるとともに居住者の雇用機会の増大を図るため、地区環境と調

和のとれたサービス施設を導入し、幹線道路沿いに計画的に配置する。 

地区施設の 
整備方針 

当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地を
適正に配置する。 

建築物等の
整備方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１「センター地区」 
魅力とにぎわいあふれる環境を形成するとともに周辺環境との調和を図るため、建築物等

の配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。 
２「住宅地区」 

豊かな自然環境と調和した居住環境を形成するとともにその保全を図るため、宅地規模、
建築物等の用途、配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。 
特に、共同住宅を建設する場合は戸数に応じた台数分の駐車スペースを確保し、敷地内緑

化等に留意して整備を行う。 
３「業務地区」 

うるおいと活気あふれる地区環境を形成するとともに周辺環境との調和を図るため、建築
物等の用途、配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。 

《地区整備計画の概要》 
◇地区施設の配置及び規模 

道 路 
幅員 約 6ｍ 延長 約 165ｍ （計画図表示のとおり） 
幅員 約 4ｍ 延長 約 75ｍ （計画図表示のとおり） 

緑 地 3 ヶ所 面積 約 0.95ha （計画図表示のとおり） 

 

 



 

 


